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(57)【要約】
【課題】移動レンズの調整位置をロックする際の移動レ
ンズの調整のズレを防止し、好ましいフォーカス調整や
ズーム調整等が維持される監視カメラ用レンズ装置を提
供する。
【解決手段】レンズ装置１０は、フォーカスリング１６
及びズームリング２２をロックするためのロック機構を
備えている。該ロック機構は、第１のロックつまみ２６
によって略Ｃ形状の第１の止め輪２８の一方の縁部２８
Ａと他方の縁部とを連結する構造を有し、第１のロック
つまみ２６を締め付けると第１の止め輪２８が半径方向
に縮められ、第１の止め輪２８の内周に挿入されたフォ
ーカスリング１６の回転方向の位置がロックされる。ズ
ームリング２２についても同様の構成により回転方向の
位置がロックされる。フォーカスリング１６及びズーム
リング２２は半径方向からロックされることで歪みが小
さくなり、調整位置のロックに起因するフォーカス調整
及びズーム調整のズレが防止される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の移動レンズと、
　円筒形状を有し、内部に前記第１の移動レンズが軸方向に沿って移動可能に支持される
第１のレンズ鏡筒と、
　前記第１のレンズ鏡筒に対応する円筒形状を有し、前記第１のレンズ鏡筒の外周部に支
持されるとともに前記第１のレンズ鏡筒に対して回転可能に支持され、回転動作に応じて
前記第１の移動レンズを前記軸方向に沿って移動させる構造を有する第１の回転筒と、
　前記第１の回転筒の回転方向の位置を固定するロック機構と、
　を備え、
　前記ロック機構は、前記第１の回転筒の回転位置をロックする際に操作される第１のロ
ックつまみと、前記第１の回転筒の外周に対応する略Ｃ形状を有し、前記第１の回転筒の
外周面に配設される第１の止め輪と、前記第１の止め輪を支持するカバー部材と、を具備
し、
　前記第１のロックつまみを締め付けることにより前記第１の止め輪を半径方向に縮めて
、前記第１の回転筒の回転方向の位置をロックすることを特徴とする監視カメラ用レンズ
装置。
【請求項２】
　前記第１の止め輪は、一方の端部に前記第１のロックつまみが挿入される穴部が設けら
れ、他方の端部にネジ穴部が設けられる構造を有し、
　前記第１のロックつまみは前記ネジ穴部に対応するネジ部が設けられ、前記ネジ穴部は
前記穴部を介して前記第１のロックつまみのネジ部が係合されることを特徴とする請求項
１に記載の監視カメラ用レンズ装置。
【請求項３】
　前記第１の止め輪は、前記カバー部材の内周面に支持されるとともに、前記カバー部材
の内周面に設けられた突起部又は穴部と嵌合する形状が設けられることを特徴とする請求
項１又は２に記載の監視カメラ用レンズ装置。
【請求項４】
　前記第１の止め輪は、前記カバー部材の内周面に支持された状態で前記穴部及び前記ネ
ジ穴部が前記カバー部材の外周面から突出する形状を有し、
　前記カバー部材は、前記穴部及び前記ネジ穴部に対応する切り欠き部が設けられること
を特徴とする請求項３に記載の監視カメラ用レンズ装置。
【請求項５】
　前記カバー部材は、内部に前記第１の止め輪を支持する構造を有するとともに、前記ロ
ックつまみが係合されるネジ穴部を有し、
　前記カバー部材の内部に支持された第１の止め輪は、前記ネジ穴部に係合された前記第
１のロックつまみを締め付けたときの先端により一方の端部が押圧されると、半径方向に
縮められるように変形することを特徴とする請求項１に記載の監視カメラ用レンズ装置。
【請求項６】
　第２の移動レンズと、
　前記第１のレンズ鏡筒と同一の軸を有する円筒形状を有し、内部に前記第２のレンズが
前記軸方向に沿って移動可能に支持され、前記第１の固定筒の前側又は後側に組みつけら
れる第２のレンズ鏡筒と、
　前記第２のレンズ鏡筒の外周面に支持されるとともに、前記第２のレンズ鏡筒に対して
回転可能に支持される第２の回転筒と、
　を備え、
　前記ロック機構は、前記第２の回転筒の回転位置をロックする際に操作される第２のロ
ックつまみと、前記第２の回転筒の外周に対応する略Ｃ形状を有し、前記第２の回転筒の
外周面に配設される第２の止め輪と、を具備するとともに、前記第２の止め輪は前記カバ
ー部材に支持され、
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　前記第２のロックつまみを締め付けることにより前記第２の止め輪を半径方向に縮めて
、前記第２の回転筒の回転方向の位置をロックすることを特徴とする請求項１乃至５のい
ずれかに記載の監視カメラ用レンズ装置。
【請求項７】
　前記第１のロックつまみと前記第２のロックつまみは、周方向の位置がずらされて配設
されることを特徴とする請求項６に記載の監視カメラ用レンズ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は監視カメラ用レンズ装置に係り、特にフォーカスリングやズームリング等の操
作リング（回転筒）を所望の位置でロックする構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、金融機関、各種店舗等において小型の監視カメラ（監視用ＣＣＴＶカメラ）
が広く用いられている。この種の監視カメラに使用される監視カメラ用のレンズ装置は、
鏡筒（固定筒）の外周部にフォーカス位置を調整するためのフォーカスリングと、焦点距
離を調整するためのズームリングとが設けられており、監視カメラの設置時等において、
フォーカスリング、ズームリングをマニュアル操作してフォーカス位置、焦点距離の調整
が行われる。
【０００３】
　また、監視カメラは、ケース内に収容された状態で壁面などに設置され、ケースに設け
られた開口から監視カメラ用のレンズ装置の前面が臨むようにして外部の撮影が行なえる
ようになっている。
【０００４】
　特許文献１には、監視カメラ用レンズ装置の鏡筒の外周部において、前方側（被写体側
）にフォーカスリングが配置されるとともに、その外周部にズームリングが配置され、ケ
ースに設けられた開口からフォーカスリングとズームリングの操作を容易に行なえるよう
にした監視カメラ用レンズ装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－３１０２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に開示された監視カメラ用レンズ装置は、調整されたフォーカス
リング、ズームリングの位置を固定するためのロック機構が設けられている。このロック
機構は、フォーカスリングにネジ孔が設けられるとともに、フォーカスリングの外周部に
配置されたズームリングは、フォーカスリングのネジ孔の位置に対応して周方向に沿う長
孔形状の開口部が設けられ、フランジ部を有するロックつまみがズームリングの開口部を
介してフォーカスリングのネジ孔に係合される構造を有している。
【０００７】
　フォーカスリング及びズームリングを操作してフォーカス位置、焦点距離を調整した後
に、ロックつまみを締め付けるとフォーカスリングのネジ孔を挿通したロックつまみの先
端がレンズ鏡筒の外周に当接してフォーカスリングの位置が固定されるとともに、ロック
つまみのフランジ部がズームリングの開口部周辺に当接してズームリングがフランジ部に
押圧されて位置が固定される。
【０００８】
　しかしながら、上記のようなロック機構を用いてフォーカスリング及びズームリングを
固定すると、ロックつまみを締め付けたときにレンズ鏡筒を変形させてしまうことがあり
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、調整されたフォーカス調整やピント調整にズレが生じてしまう。近年では、監視カメラ
の高画質化、高精細化に伴いピント合わせや画角調整が厳格に行われるようになっており
、このようなフォーカス調整やピント調整のズレを適切に防止する必要がある。
【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、移動レンズの調整位置をロックす
る際の移動レンズの調整のズレを防止し、好ましいフォーカス調整やズーム調整等が維持
される監視カメラ用レンズ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明に係る監視カメラ用レンズ装置は、第１の移動レン
ズと、円筒形状を有し、内部に前記第１の移動レンズが軸方向に沿って移動可能に支持さ
れる第１のレンズ鏡筒と、前記第１のレンズ鏡筒に対応する円筒形状を有し、前記第１の
レンズ鏡筒の外周部に支持されるとともに前記第１のレンズ鏡筒に対して回転可能に支持
され、回転動作に応じて前記第１の移動レンズを前記軸方向に沿って移動させる構造を有
する第１の回転筒と、前記第１の回転筒の回転方向の位置を固定するロック機構と、を備
え、前記ロック機構は、前記第１の回転筒の回転位置をロックする際に操作される第１の
ロックつまみと、前記第１の回転筒の外周に対応する略Ｃ形状を有し、前記第１の回転筒
の外周面に配設される第１の止め輪と、前記第１の止め輪を支持するカバー部材と、を具
備し、前記第１のロックつまみを締め付けることにより前記第１の止め輪を半径方向に縮
めて、前記第１の回転筒の回転方向の位置をロックすることを特徴とする。
【００１１】
　本発明によれば、第１の回転筒の外周面に配設された略Ｃ形状の第１の止め輪は、ロッ
クつまみを締め付けることで半径方向に縮められ、第１の回転筒の回転方向の位置がロッ
クされるので、第１の回転筒をロックする際の第１のレンズ鏡筒の歪み変形が抑制され、
第１の移動レンズの調整位置のズレを防止し得る。
【００１２】
　すなわち、第１の回転筒は略全周からの押圧によりロックされるので、一方向からの押
圧によりロックされる場合と比較して、円形状のゆがみが抑制される。
【００１３】
　「略Ｃ形状」とは、円環の一部が切断されて分離した形状である。なお、両端部が他の
部材（例えば、第１のロックつまみ）により結合されていてもよい。
【００１４】
　本発明において、移動レンズの前側又は後側の少なくともいずれかに固定レンズを備え
る態様も可能である。
【００１５】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の監視カメラ用レンズ装置の一態様に係り、前
記第１の止め輪は、一方の端部に前記第１のロックつまみが挿入される穴部が設けられ、
他方の端部にネジ穴部が設けられる構造を有し、前記第１のロックつまみは前記ネジ穴部
に対応するネジ部が設けられ、前記ネジ穴部は前記穴部を介して前記第１のロックつまみ
のネジ部が係合されることを特徴とする。
【００１６】
　かかる態様によれば、第１の止め輪の両端部が第１のロックつまみにより連結されるの
で、第１のロックつまみを締め付けることにより第１の止め輪の両端部間の距離を可変さ
せて、第１の止め輪を半径方向に容易に変形させることができる。
【００１７】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に記載の監視カメラ用レンズ装置の一態様に係
り、前記第１の止め輪は、前記カバー部材の内周面に支持されるとともに、前記カバー部
材の内周面に設けられた突起部又は穴部と嵌合する形状が設けられることを特徴とする。
【００１８】
　かかる態様によれば、カバー部材と第１の止め輪との回転方向の相対位置、及び軸方向
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の相対位置が固定される。
【００１９】
　カバー部材と第１の止め輪との嵌合形状を円周方向について複数設けることで、より確
実にカバー部材と第１の止め輪との回転方向の相対位置、及び軸方向の相対位置を固定さ
せることが可能となる。
【００２０】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載の監視カメラ用レンズ装置の一態様に係り、前
記第１の止め輪は、前記カバー部材の内周面に支持された状態で前記穴部及び前記ネジ穴
部が前記カバー部材の外周面から突出する形状を有し、前記カバー部材は、前記穴部及び
前記ネジ穴部に対応する切り欠き部が設けられることを特徴とする。
【００２１】
　かかる態様によれば、前記穴部及び前記ネジ穴部をカバー部材の外周面（当該レンズ装
置の外周面）から突出させることで、カバー部材の外周面から突出した位置に第１のロッ
クつまみが配設されるので、第１のロックつまみの操作性の向上が見込まれる。
【００２２】
　また、第１の止め輪に対応する切り欠き部がカバー部材に設けられることで、第１の止
め輪をカバー部材に組み付けるときの位置決めが容易になる。
【００２３】
　請求項５に係る発明は、請求項１に記載の監視カメラ用レンズ装置の一態様に係り、前
記カバー部材は、内部に前記第１の止め輪を支持する構造を有するとともに、前記ロック
つまみが係合されるネジ穴部を有し、前記カバー部材の内部に支持された第１の止め輪は
、前記ネジ穴部に係合された前記第１のロックつまみを締め付けたときの先端により一方
の端部が押圧されると、半径方向に縮められるように変形することを特徴とする。
【００２４】
　かかる態様によれば、第１の止め輪によって第１の回転筒をロックする性能を確保しつ
つ、第１の止め輪をより簡単な構造とすることが可能となる。
【００２５】
　かかる態様において、第１の止め輪の他方の端部を所定の位置に固定することで、カバ
ー部材と第１の止め輪との回転方向の相対位置がより確実に固定される。
【００２６】
　請求項６に係る発明は、請求項１乃至５のいずれかに記載の監視カメラ用レンズ装置の
一態様に係り、第２の移動レンズと、前記第１のレンズ鏡筒と同一の軸を有する円筒形状
を有し、内部に前記第２のレンズが前記軸方向に沿って移動可能に支持され、前記第１の
固定筒の前側又は後側に組みつけられる第２のレンズ鏡筒と、前記第２のレンズ鏡筒の外
周面に支持されるとともに、前記第２のレンズ鏡筒に対して回転可能に支持される第２の
回転筒と、を備え、前記ロック機構は、前記第２の回転筒の回転位置をロックする際に操
作される第２のロックつまみと、前記第２の回転筒の外周に対応する略Ｃ形状を有し、前
記第２の回転筒の外周面に配設される第２の止め輪と、を具備するとともに、前記第２の
止め輪は前記カバー部材に支持され、前記第２のロックつまみを締め付けることにより前
記第２の止め輪を半径方向に縮めて、前記第２の回転筒の回転方向の位置をロックするこ
とを特徴とする。
【００２７】
　かかる態様によれば、複数の移動レンズ群を備えるレンズ装置においても、各移動レン
ズ群の調整位置を固定する際の調整ズレが防止される。
【００２８】
　かかる態様における第１の移動レンズ及び第２の移動レンズの適用例として、第１の移
動レンズをフォーカスレンズとし、第２の移動レンズをズームレンズとして、第１の移動
レンズの後側に第２の移動レンズが配置される態様が挙げられる。
【００２９】
　請求項７に係る発明は、請求項６に記載の監視カメラ用レンズ装置の一態様に係り、前
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記第１のロックつまみと前記第２のロックつまみは、周方向の位置がずらされて配設され
ることを特徴とする。
【００３０】
　かかる態様によれば、第１のロックつまみ及び第２のロックつまみの一方を操作すると
きに他方がじゃまにならず、両ロックつまみの操作性が向上する。当該レンズ装置を設置
した状態で、前側（被写体側）に位置するロックつまみよりも後側に位置するロックつま
みを外側に配設する態様が好ましい。
【００３１】
　かかる態様において、第１のロックつまみの操作部（つまみ部）の反対側に第２のロッ
クつまみの操作部が位置するように、第１のロックつまみ及び第２のロックつまみが配置
される態様が好ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、第１の回転筒の外周面に配設された略Ｃ形状の第１の止め輪を、ロッ
クつまみを締め付けることで半径方向に縮められ、第１の回転筒の回転方向の位置がロッ
クされるので、第１の回転筒をロックする際の第１のレンズ鏡筒の歪み変形が抑制され、
第１の移動レンズの調整位置のズレを防止し得る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の第１実施形態に係るレンズ装置の全体構造を示す斜視図
【図２】図１に示すレンズ装置の側面図
【図３】図１のＡ‐Ａ線に沿う断面図
【図４】図１のレンズ装置に適用されるロック機構の止め輪の構造例を示す斜視図
【図５】図１に示すレンズ装置に適用されるロック機構の分解斜視図
【図６】本発明の第２実施形態に係るレンズ装置の全体構造を示す斜視図
【図７】図６に示すレンズ装置の側面図
【図８】図６に示すレンズ装置を前側から見た断面図（図７のＢ‐Ｂ線に沿う断面図）
【図９】図６に示すレンズ装置を後側から見た断面図（図７のＣ‐Ｃ線に沿う断面図）
【図１０】図６のレンズ装置に適用されるロック機構の止め輪の構造例を示す斜視図
【図１１】図６に示すレンズ装置に適用されるロック機構の分解斜視図
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、添付図面に従って本発明に係る監視カメラ用レンズ装置の好ましい実施の形態に
ついて詳述する。
【００３５】
　〔全体構成〕
　図１は、本発明に係るレンズ装置の斜視図であり、図２は、該レンズ装置の側面図であ
る。図１及び２に示すレンズ装置１０は、主として監視用のカメラに用いられるものであ
り、フォーカスレンズ１２を内部に支持する第１の固定筒（レンズ鏡筒、図１、２中不図
示、図３に符号１４を付して図示）の外周部にフォーカスリング１６が設けられるととも
に、ズームレンズ（図１、２中不図示、図３に符号１８を付して図示）が内部に支持され
る第２の固定筒（レンズ鏡筒、図１、２中不図示、図３に符号２０を付して図示）の外周
部にズームリング２２が設けられ、さらに、ズームレンズ１８及びズームリング２２は後
側（フォーカスレンズ１２の反対側）からフォルダー２４により支持されている。
【００３６】
　また、図１に示すレンズ装置１０は、フォーカスリング１６の回転方向の位置及びズー
ムリング２２の回転方向の位置をロックするためのロック機構を具備している。このロッ
ク機構は、フォーカスレンズを固定する際に操作される第１のロックつまみ２６が係合さ
れる第１の止め輪２８と、ズームレンズ１８を固定する際に操作される第２のロックつま
み３０が係合される第２の止め輪３２と、第１の止め輪２８及び第２の止め輪３２が支持
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されるカバー３４と、が設けられている。なお、以下の説明において、図３に図示した光
軸Ｏと、第１の固定筒１４及び第２の固定筒２０の軸方向と、は一致しているものとする
。
【００３７】
　第１のロックつまみ２６が設けられる上側面の反対側面（下側面）には、アイリス装置
３６（図１中不図示、図３に符号３６を付して図示）を駆動するためのモータ３８が設け
られ、モータ３８はフランジ部４０を介して第２の固定筒２０に取り付けられている。
【００３８】
　図１及び図２に示すレンズ装置１０は、第１のロックつまみ２６を締め付けると、第１
の止め輪２８がその半径を小さくする方向に変形しフォーカスリング１６がロックされる
。また、第２のロックつまみ３０を締め付けると、第２の止め輪３２がその半径を小さく
する方向に変形してズームリング２２がロックされる。
【００３９】
　すなわち、フォーカスリング１６及びズームリング２２を略全周から押圧してロックす
ることで、フォーカスリング１６をロックする際の第１の固定筒１４の歪み変形（ゆがみ
）が抑制され、ズームリング２２をロックする際の第２の固定筒２０の歪みが抑制される
。かかる構造により、フォーカス調整のズレやズーム調整の調整ズレが防止される。
【００４０】
　図３は、図１及び図２に図示したレンズ装置１０の詳細構造を示す断面図（図１のＡ－
Ａ線に沿う断面図）である。
【００４１】
　同図に示すように、ズームレンズ１８が内部に支持される第２の固定筒２０は、前側端
部にフランジ部２０Ａが設けられ、フランジ部２０Ａの内部にアイリス装置３６が組み付
けられるとともに、アイリス装置３６のさらに前側に、内部にフォーカスレンズ１２が支
持される第１の固定筒１４が組み付けられた構造を有している。
【００４２】
　フォーカスレンズ１２は外周部をレンズ枠４２で固定されている。レンズ枠４２は、第
１の固定筒１４の内部に配置され、その周面より突出した係合ピン（不図示）が装着され
ている。
【００４３】
　一方、第１の固定筒１４は、光軸Ｏと略平行方向に直進溝（不図示）が形成されており
、該係合ピンが該直進溝に係合されることによってレンズ枠４２及びフォーカスレンズ１
２が直進溝にガイドされて、光軸Ｏの方向に沿って直進移動するように構成されている。
【００４４】
　フォーカスリング１６の内周面は、光軸に対してらせん状のカム溝（不図示）が形成さ
れている。レンズ枠４２に装着された図示しない係合ピンは、第１の固定筒１４の直進溝
と係合した状態で第１の固定筒１４の外周面から突出し、フォーカスリング１６に設けら
れた該カム溝と係合する。したがって、フォーカスリング１６が回転操作されると、フォ
ーカスリング１６のカム溝と第１の固定筒１４の直進溝との交差位置が光軸Ｏの方向に沿
って変位し、カム溝と直進溝との交差位置に従ってレンズ枠４２の係合ピン、レンズ枠４
２、及びフォーカスレンズ１２が光軸Ｏの方向に沿って変位する。
【００４５】
　このようにして、フォーカスリング１６を回転操作することによって、フォーカスレン
ズ１２の位置を調整してフォーカス調整（ピント調整）を行なうことができる。また、第
１の固定筒１４とフォーカスリング１６との間には波形バネ４４が挿入され、波形バネ４
４は第１の固定筒１４とフォーカスリング１６とを引き離すように作用する。かかる波形
バネ４４の作用によってフォーカスリング１６には操作トルクが発生し、好ましい操作感
を得ることができる。
【００４６】
　ズームレンズ１８は外周部をレンズ枠４２で固定されている。レンズ枠４２は第２の固
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定筒２０の内部に配置されており、その周面より突出した係合ピン（不図示）が装着され
ている。
【００４７】
　一方、第２の固定筒２０は、光軸Ｏと略平行方向に直進溝（不図示）が形成されており
、該係合ピンが該直進溝に係合されることによってレンズ枠４２及びズームレンズ１８が
直進溝にガイドされて、光軸Ｏの方向に沿って直進移動するように構成されている。
【００４８】
　ズームリング２２の内周面は、光軸に対してらせん状のカム溝（不図示）が形成されて
いる。レンズ枠４２に装着された係合ピンは、第２の固定筒２０の直進溝と係合した状態
で第２の固定筒２０の外周面から突出し、ズームリング２２に設けられたカム溝と係合す
る。したがって、ズームリング２２を回転操作すると、ズームリング２２のカム溝と第２
の固定筒２０の直進溝との交差位置が光軸Ｏの方向に沿って変位するとともに、その交差
位置に従ってレンズ枠の係合ピン４６、レンズ枠４２、及びズームレンズ１８が光軸Ｏの
方向に沿って変位する。
【００４９】
　このようにして、ズームリング２２を回転操作することによって、ズームレンズ１８の
位置を調整して焦点距離の調整（ズーム調整）を行うことができる。また、第２の固定筒
２０とズームリング２２との間には、図示しない波形バネが挿入され、この波形バネは第
２の固定筒２０とズームリング２２とを引き離すように作用する。かかる波形バネの作用
によってズームリング２２には操作トルクが発生し、好ましい操作感を得ることができる
。
【００５０】
　フォーカスリング１６は外周面に沿って一周にわたりつば部４８が設けられ、ズームリ
ング２２は外周面の上側（アイリス装置３６の反対側）に約半周にわたってつば部５０が
設けられている。このつば部４８及びつば部５０は、フォーカスリング１６及びズームリ
ング２２を操作者が操作する際に手で持ちやすい構造となっており、フォーカスリング１
６及びズームリング２２の操作性の向上に寄与している。
【００５１】
　かかる構造を有するレンズ装置１０は、撮像装置を有する監視カメラの前面（被写体側
の面）に取り付けられ、所定の設置場所に固定される。なお、図１～３に図示したフォル
ダー２４に撮像装置が内蔵される態様の可能である。例えば、フォルダー２４に基板が装
着され、該基板にＣＣＤ撮像素子が実装されるとともに、ＣＣＤ撮像素子の前側にローパ
スフィルタやＩＲカットフィルタが装着された撮像装置を内蔵する態様が可能である。
【００５２】
　上記実施形態では、図１～図３にはフォーカスレンズ１２及びズームレンズ１８をそれ
ぞれ１つだけ図示したが、フォーカスレンズ１２及びズームレンズ１８を複数のレンズか
らなるレンズ群として構成してもよい。また、上記実施形態では、モータ３８によって絞
り機構が動作するアイリス装置３６を例示したが、第１の固定筒１４又は第２の固定筒２
０に対して回転可能に支持された回転筒を操作して絞り機構を動作させる態様も可能であ
る。
【００５３】
　なお、上述したフォーカスレンズ１２及びズームレンズ１８の移動機構はあくまでも一
例であり、本発明に係るレンズ装置には、他の構造を有する移動機構を適宜用いることも
可能である。
【００５４】
　〔ロック機構の説明：第１実施形態〕
　次に、レンズ装置１０のフォーカスレンズ１２及びズームレンズ１８のロック機構（第
１実施形態）について詳説する。
【００５５】
　図４は、第１のロックつまみ２６が係合された状態の第１の止め輪２８、及び第２のロ
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ックつまみ３０が係合された状態の第２の止め輪３２の斜視図である。同図に示す第１の
止め輪２８は、円環の一部が切り欠かれた略Ｃ形状を有するとともに、円環の円周から上
側に突出した部分が設けられている。
【００５６】
　該突出部分は、切り欠き部２８Ａによって分断された構造を有し、一方側の縁部２８Ｂ
に第１のロックつまみ２６が挿入される穴（図４中不図示、図５に符号２８Ｆを付して図
示）が設けられ、他方側の縁部２８Ｃに第１のロックつまみ２６のネジ部（図４中不図示
、図５に符号２６Ａを付して図示）が係合されるネジ穴部（不図示）が設けられている。
【００５７】
　第１の止め輪２８は、図４中手前側の一方の側面から第１のロックつまみ２６が挿入さ
れ、第１のロックつまみ２６を締め付けると切り欠き部２８Ａの幅が小さくなり（縁部２
８Ｂと縁部２８Ｃが近づいて）、第１のロックつまみ２６は半径方向に縮められる。また
、第１の止め輪２８は、前側につば部２８Ｄが設けられ、つば部２８Ｄの後側に段差が設
けられた構造を有している。
【００５８】
　第２の止め輪３２は、略Ｃ形状を有する点及び突出部分が設けられる点では第１の止め
輪２８と共通する構造を有している。一方、第２の止め輪３２は第２のロックつまみ３０
が挿入される穴（不図示）が図中奥側の他方の縁部３２Ｃに設けられ、第２のロックつま
み３０のネジ部（図５に符号３０Ａを付して図示）が係合されるネジ穴部３２Ｄが図中手
前側の一方の縁部３２Ｂに設けられている。
【００５９】
　すなわち、第１のロックつまみ２６が第１の止め輪２８に挿入される方向と、第２のロ
ックつまみ３０が第２の止め輪３２に挿入される方向と、は互いに反対となっている。ま
た、第２の止め輪３２は外周から内周に貫通する２つの穴部３２Ｅ，３２Ｆが設けられて
いる。この穴部３２Ｅ，３２Ｆの配設位置は、カバー３４の内周面に設けられた２つの突
起部（図５に符号３４Ｅを付して２つ突起部のうち１つを図示）に対応している。
【００６０】
　図５は、図１～３に図示したレンズ装置１０に適用されるロック機構を分解して図示し
た分解斜視図である。
【００６１】
　フォーカスリング１６のつば部４８の後側の筒部１６Ａと、第１の止め輪２８の内周２
８Ｇは嵌合するように構成されている。また、第１の止め輪２８のつば部２８Ｄの後側の
筒部２８Ｅと、カバー３４の前側の内周３４Ａは嵌合するように構成されている。さらに
、カバー３４の前側端部には、第１の止め輪２８の縁部２８Ｂ，２８Ｃに対応する位置に
切り欠き部３４Ｂが形成されている。
【００６２】
　第１の止め輪２８の内周２８Ｇにフォーカスリング１６の後側筒部１６Ａが組みつけら
れ、さらに、第１の止め輪２８の後側筒部２８Ｅがカバー３４の前側の内周３４Ａに挿入
されるとともに、カバー３４の前側端面が第１の止め輪２８のつば部２８Ｄに近接するよ
うに、第１の止め輪２８がカバー３４の前側に組み付けられる。かかる構造によって、カ
バー３４に対する第１の止め輪２８の回転方向の位置が固定されるとともに、スラスト方
向（軸方向）の位置が固定される。また、第１の止め輪２８に係合されたロックつまみ２
６を締め付けると、第１の止め輪２８に対するフォーカスリング１６の回転方向の位置が
ロックされる。
【００６３】
　ズームリング２２のつば部５０の前側の筒部２２Ａと、第２の止め輪３２の内周３２Ｇ
は嵌合するように構成されている。また、第２の止め輪３２の外周３３Ｈと、カバー３４
の後側の内周３４Ｃは嵌合するように構成されている。
【００６４】
　カバー３４の後側の内周３４Ｃは、第２の止め輪３２の穴部３２Ｅ，３２Ｆに対応する
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位置に突起部３４Ｅ及び不図示の突起部（この突起部を便宜上「突起部３４Ｆ」と呼ぶ。
）が形成され、カバー３４の後側端部には第２の止め輪３２の縁部３２Ｂ，３２Ｃに対応
する位置に切り欠き部３４Ｄが設けられている。ズームリング２２の前側筒部２２Ａが第
２の止め輪３２の内周３２Ｇに挿入され、さらに、第２の止め輪３２の穴部３２Ｅ，３２
Ｆにカバー３４の内周３４Ｃの突起部３４Ｅ，３４Ｆをはめ合わせるとともに、第２の止
め輪３２の縁部３２Ｂ，３２Ｃとカバー３４の後側端部の切り欠き部３４Ｄとの位置が合
わせられて、第２の止め輪３２がカバー３４の後側に組み付けられる。
【００６５】
　かかる構造によって、カバー３４に対する第２の止め輪３２の回転方向の位置が固定さ
れるともに、スラスト方向の位置が固定される。また、第２の止め輪３２に係合された第
２のロックつまみ３０ロックつまみを締め付けると、第２の止め輪３２に対するズームリ
ング２２の回転方向の位置がロックされる。
【００６６】
　なお、フォーカスリング１６に内挿されるフォーカスレンズ１２は、図５に図示したロ
ック機構を組み立てる工程においてフォーカスリング１６に組み付けられる。同様に、ズ
ームリング２２に内挿されるズームレンズ１８も、ロック機構の組み立て前にズームリン
グ２２に組み付けられる。
【００６７】
　第１の止め輪２８及び第２の止め輪３２は、第１のロックつまみ２６及び第２のロック
つまみ３０を締め付けたときに弾性変形し、第１のロックつまみ２６及び第２のロックつ
まみ３０を緩めたときにはほぼ元の形状に復元する材料（例えば、プラスチック）が適用
される。本例の第１の止め輪２８及び第２のロックつまみ３０は、プラスチック成型品が
適用される。
【００６８】
　上記の如く構成されたレンズ装置１０によれば、フォーカスレンズ１２及びズームレン
ズ１８の調整後の位置をロックする際に、第１の止め輪２８及び第２の止め輪３２を用い
てフォーカスリング１６及びズームリング２２が略全周から押圧されるように構成される
ので、フォーカスレンズ１２が内挿される第１の固定筒１４及びズームレンズ１８が内挿
される第２の固定筒２０の歪み変形が抑制され、フォーカス調整及びズーム調整のズレが
抑制される。
【００６９】
　また、フォーカスリング１６及びズームリング２２を全周の一部で止める構成と比較し
て、より強い固定力を作用させることができるとともに、振動に対しても強い構成である
といえる。
【００７０】
　さらに、第１のロックつまみ２６のつまみ部２６Ｂと第２のロックつまみ３０のつまみ
部３０Ｂは、当該レンズ装置１０をはさんで反対側に配置されるので、第１のロックつま
み２６及び第２のロックつまみ３０のいずれか一方を操作したときに、誤って他方に触れ
てしまい、他方を動かしてしまうことが防止される。
【００７１】
　なお、かかる効果を得るための構成として、第１のロックつまみ２６と第２のロックつ
まみ３０とを同じ側の側面に配設することも可能である。例えば、第１のロックつまみ２
６の位置と第２のロックつまみ３０の位置とを周方向についてずらす態様が考えられる（
図７参照）。
【００７２】
　〔第２実施形態〕
　次に、第２実施形態に係るロック機構について説明する。図６は第２実施形態に係るレ
ンズ装置１００の斜視図であり、図７はレンズ装置１００の側面図である。なお、以下の
説明において、上述した第１実施形態に係るレンズ装置１０と同一又は類似する部分の説
明は省略されている。
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【００７３】
　図６に示すレンズ装置１００において、前側（被写体側）にフォーカスレンズ１２が設
けられ、後側にズームレンズ１８（図６中不図示、図３参照）が設けられ、さらに、フォ
ーカスレンズ１２を移動させる際に操作されるフォーカスレンズ１２が第１の固定筒１４
の外周に支持され、ズームレンズ１８を移動させる際に操作されるズームリング２２が第
２の固定筒２０の外周に支持される構成は、第１実施形態に示したレンズ装置１０と共通
している。
【００７４】
　一方、レンズ装置１００は、フォーカスリング１６及びズームリング２２をロックする
ロック機構の構成が、第１実施形態に示したレンズ装置１０と相違している。
【００７５】
　図６に図示する第２実施形態に係るロック機構は、第１のロックつまみ１２６と第２の
ロックつまみ１３０がレンズ装置１００の同じ側の側面に、周方向の位置をずらして配設
されている点で相違している。また、図７に図示するレンズ装置１００は、第１のロック
つまみ１２６及び第２のロックつまみ１３０がカバー１３４の上側に設けられたネジ穴（
図６，７中不図示、図１１に符合１３４Ｃを付して図示）に係合されている点で相違して
いる。さらに、図６には図示しないが（図８，９参照）、第１の止め輪１２８及び第２の
止め輪１３２がカバー１３４の内部に支持され、かつ、カバー１３４の外部に露出しない
点で相違している。
【００７６】
　図８は、図６及び図７に図示したレンズ装置１００をフォーカスレンズ側（前側）から
見た断面図（図７中、Ｂ－Ｂ線に沿う断面図）であり、図９はレンズ装置１００をズーム
レンズ側（後側）から見た断面図（図７中、Ｃ－Ｃ線に沿う断面図）である。
【００７７】
　図８に示すように、円環の一部が切り欠かれた略Ｃ形状を有する第１の止め輪１２８は
カバー１３４の内部に配設されるとともに、同形状を有する第２の止め輪１３２がカバー
１３４の内部に配設されている。
【００７８】
　第１の止め輪１２８は、一方の縁部１２８Ａがカバー１３４の内部の所定位置に固定さ
れ、他方の縁部１２８Ｂが第１のロックつまみ１２６が締め付けられると、第１のロック
つまみ１２６の先端によって一方の縁部１２８Ａ側へ押されるように支持されている。ま
た、図８，９に示すように、第２の止め輪１３２は一方の縁部１３０Ａがカバー１３４の
内部の所定位置に固定され、他方の縁部１３０Ｂは第２のロックつまみ１３０が締め付け
られると、第２のロックつまみ１３０の先端によって一方の縁部１３０Ａ側へ押されるよ
うに支持されている。
【００７９】
　図１０は、本例に適用される第１の止め輪１２８及び第２の止め輪１３２の斜視図であ
る。同図に示すように、第１の止め輪１２８と第２の止め輪１３２は類似する形状を有し
ているので、ここでは両者を代表して第１の止め輪１２８について説明する。
【００８０】
　図１０に示す第１の止め輪１２８は、略Ｃ形状の一方の縁部１２８Ａ及び他方の縁部１
２８Ｂが外周の外側に折り曲げられた形状を有している。一方の折り曲げ部１２９Ａは、
カバー１３４の内部に設けられた溝に挿入されてカバー１３４に固定される。かかる構成
によって、カバー１３４に対する第１の止め輪１２８の回転方向及びスラスト方向の位置
が決められる。第１のロックつまみ１２６をある程度締め付けると、第１の止め輪１２８
の他方の折り曲げ部１２９Ｂは第１のロックつまみ１２６の先端と当接する位置に支持さ
れる。
【００８１】
　もちろん、第１のロックつまみ１２６をカバー１３４に挿入した状態で第１のロックつ
まみ１２６の先端に他方の折り曲げ部１２９Ｂが当接するように、第１の止め輪１２８を
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支持してもよい。
【００８２】
　第１の止め輪１２８は、一方の折り曲げ部１２９Ａの方へ他方の折り曲げ部１２９Ｂが
押圧されると半径方向に縮められ、他方の折り曲げ部１２９Ｂの押圧を停止させると元の
形状に復元する（半径方向に広げられる）。第１の止め輪１２８は、第１のロックつまみ
１２６を用いた押圧により弾性変形をすることができる材料が適用される。本例では、第
１の止め輪１２８の材料として、金属材料（例えば、ＳＵＳ）が適用される。もちろん、
樹脂等の成型部品を適用することも可能であるが、耐久性の観点から金属材料を適用する
態様が好ましい。
【００８３】
　なお、図１０に図示した第２のロックつまみ１３０の一方の折り曲げ部には符合１３３
Ａが付されて、他方の折り曲げ部には符合１３３Ｂが付されている。
【００８４】
　図１１は、第２実施形態に係るロック機構の分解斜視図である。フォーカスリング１６
の外周面には外側に凸形状を有するつば部１４８が設けられている。つば部１４８の後側
の筒部１６Ａの外周に第１の止め輪１２８が取り付けられる。言い換えると、第１の止め
輪１２８の内周にフォーカスリング１６の後側筒部１６Ａが挿入される。
【００８５】
　また、第１の止め輪１２８はカバー１３４の前側端部の内周面１３４Ａに取り付けられ
る。つまり、フォーカスリング１６に第１の止め輪１２８が挿入された状態で、カバー１
３４の前側端部の内周面１３４Ａの所定位置に取り付けられ、カバー１３４の前側端面と
フォーカスリング１６のつば部１４８の後側端面が近接するように、フォーカスリング１
６及び第１の止め輪１２８はカバー１３４に取り付けられる。さらに、カバー１３４の上
側に形成された凸部１３４Ｂのネジ穴１３４Ｃに第１のロックつまみ１２６のネジ部１２
６Ａが係合される。
【００８６】
　第２の止め輪１３２は、ズームリング２２の外周面から外側に凸形状を有するとともに
、軸方向から見た形状が略半円の扇形形状を有するするつば部１５０が設けられ、つば部
１５０の前側の筒部２２Ａの外周に第２の止め輪１３２が取り付けられる。言い換えると
、第２の止め輪１３２の内周１３２Ｇにズームリング２２の前側筒部２２Ａが挿入される
。
【００８７】
　また、第２の止め輪１３２はカバー１３４の後側端部の内周面１３４Ｄに取り付けられ
る。つまり、第２の止め輪１３２にズームリング２２が挿入された状態で、カバー１３４
の後側端部の内周面１３４Ｄの所定位置に取り付けられ、カバー１３４の後側端面とズー
ムリング２２のつば部１５０の後側端面が近接するように、ズームリング２２及び第２の
止め輪１３２はカバー１３４に取り付けられる。さらに、カバー１３４の上側に形成され
た凸部１３４Ｅのネジ穴１３４Ｆに第２のロックつまみ１３０のネジ部１３２Ａが係合さ
れる。
【００８８】
　上記の如く構成されたレンズ装置１００によれば、フォーカスリング１６及びズームリ
ング２２をロックするための性能を維持したまま、第１の止め輪１２８及び第２の止め輪
１３２をより簡単な形状及び構造とすることができる。
【００８９】
　第１のロックつまみ１２６が係合されるネジ穴１３４Ｃと第２のロックつまみ１３０が
係合されるネジ穴１３４Ｆとは、周方向の位置をずらして配置されている。すなわち、前
側から見て第１のロックつまみ１２６のつまみ部１２６Ｂよりも第２のロックつまみ１３
０のつまみ部１３２Ｂが右側に位置しているので、後側に位置する第２のロックつまみ１
３０を操作する際に前側に位置する第１のロックつまみ１２６がじゃまにならない。
【００９０】
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　もちろん、第１実施形態に示すように、第１のロックつまみ１２６を一方の側面側、第
２のロックつまみ１３０を他方の側面側に設ける態様も可能であり、かかる態様によって
も、第１のロックつまみ１２６及び第２のロックつまみ１３０の本例と同様の操作性が確
保される。
【００９１】
　以上説明した第１実施形態及び第２実施形態では、複数の移動レンズを備えるとともに
、各移動レンズについて操作リングを備えたレンズ装置を例示したが、本発明は移動レン
ズを１つだけ具備するレンズ装置にも適用することができる。例えば、上記実施形態にお
けるフォーカスレンズ１２及びその移動機構が省略された態様も可能である。かかる態様
において、レンズ鏡筒（第２の固定筒２０）の前側端部や移動レンズの後側に固定レンズ
（群）が設けられていてもよい。また、かかる態様における移動レンズは、フォーカスレ
ンズでもズームレンズでもよい。
【００９２】
　また、上記実施形態では、フォーカスリング及びズームリングをロックする構造を例示
したが、本発明の適用範囲は、操作リング（回転筒）をロックする構造に広く適用するこ
とが可能である。
【符号の説明】
【００９３】
　１０，１００…レンズ装置、１２…フォーカスレンズ、１４…第１の固定筒、１６…フ
ォーカスリング、１８…ズームレンズ、２０…第２の固定筒、２２…ズームリング、２６
，３０，１２６，１３０…ロックつまみ、２８、３２，１２８，１３２…止め輪、３４，
１３４…カバー

【図１】 【図２】
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